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葉
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東
京
電
力
の
賠
償
金
支
払
促
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
発
生
か
ら
一
年
も
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
損
害
賠
償
に
関
し
て

は
、
被
害
者
へ
の
賠
償
が
遅
い
、
額
が
不
十
分
、
東
京
電
力
の
対
応
が
あ
ま
り
に
も
冷
た
い
と
い
う
実
態
に
あ
る
。
東
京
電
力

か
ら
は
適
切
な
賠
償
金
の
支
払
が
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
国
の
賠
償
姿
勢
も
被
害
者
の
気
持
ち
に
添
っ
た
も
の
に
な
っ

て
い
な
い
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
の
問
題
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

私
が
提
出
し
た
質
問
主
意
書
（
平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日
提
出
質
問
第
一
四
〇
号
）
に
対
す
る
答
弁
書
に
お
い
て
、
政

府
は
、
「
政
府
と
し
て
は
、
中
間
指
針
第
一
次
追
補
、
中
間
指
針
第
二
次
追
補
等
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
東
京
電
力

株
式
会
社
に
対
し
て
被
害
の
実
態
に
沿
っ
た
適
切
な
賠
償
金
の
支
払
を
促
し
て
ま
い
り
た
い
。
」
と
の
答
弁
を
し
た
。
政
府

は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
被
害
の
実
態
に
沿
っ
た
適
切
な
賠
償
金
の
支
払

を
促
し
て
き
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
支
払
は
誰
が
促
し
た
の
か
、
官
庁
に
東
京
電
力
役
員
を
呼
ん
だ
の

か
、
文
書
で
促
し
た
の
か
、
口
頭
で
促
し
た
の
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

自
主
的
避
難
等
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
省
の
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
は
、
中
間
指
針
第
一
次
追
補
に

お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
末
ま
で
は
対
象
区
域
内
の
住
民
全
員
に
一
律
の
賠
償
を
認
め
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら

一



ず
、
中
間
指
針
第
二
次
追
補
に
お
い
て
、
本
年
一
月
以
降
は
対
象
区
域
の
設
定
は
行
わ
ず
、
十
八
歳
以
下
の
子
ど
も
と
妊
婦

に
つ
い
て
個
別
の
事
例
・
類
型
毎
に
判
断
す
る
こ
と
に
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
は
、
福
島
県
の
二
十
三
市
町
村
の
全
住
民
に

例
外
な
く
賠
償
す
る
と
い
う
方
針
を
覆
し
、
一
部
の
子
ど
も
と
妊
婦
だ
け
を
賠
償
対
象
に
す
る
こ
と
に
後
退
さ
せ
た
も
の
で

あ
り
、
遺
憾
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
中
間
指
針
第
一
次
追
補
で
認
め
て
い
た
通
り
、
対
象
区
域
全
員
に
賠
償
を
継
続
し
、
か

つ
、
対
象
区
域
外
の
線
量
の
高
い
地
域
の
少
な
く
と
も
子
ど
も
及
び
妊
婦
全
員
に
賠
償
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


